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2022 年 5 月 29 日現在  

日本キャップ野球協会  

JCBA Covid-19 感染予防対策ガイドライン 

1.【はじめに】  

協会に所属する団体の選手は、活動をする場合、政府および各自治

体の方針に従うことを前提に、感染予防に配慮しながら活動してい

ただきますようお願い致します。昨今の変異株によるコロナウイル

ス感染力の増大は、誰しもが罹ったり、濃厚接触者になったりする

ことを意味します。キャップ野球活動以外の時も、日頃から感染予

防策を講じるよう、お願い致します。 

なお、今後の感染拡大状況に応じて本ガイドラインを見直す場合が

ございます。  

2.【チーム活動について】  

・チーム内練習において、各選手の家庭事情等を配慮して、強制力を

含む練習の参加募集は行わず、選手の了承を得てから練習を開催する

ようにすること。  

・万が一、チームに所属している選手に感染者が発生した場合、発症

日を基準として 10 日間は保健所が定めた感染者および濃厚接触者は

活動停止とする。 
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この間に感染者と練習した場合、濃厚

接触者となりうる。 

保健所の判断にゆだねる。 
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万が一、チーム内に感染者が発生した場合には、感染者が参加して

いた練習会の概要を日本キャップ野球協会  

japancapbaseballassociation@gmail.com に速やかに報告すること。感

染者への誹謗中傷を避けるため、報告時は名前を伏せ、また SNS な

どへの投稿をしないこととする。 

3.【室内活動について】 

借用している体育館施設の指示に従うことを前提とする。特に指示がな

い体育館施設に関しては、窓・ドアの開放を行い、送風設備などを使用

するなど最大限換気をよくすることとする。  

4.【屋外活動について】  

使用している公園等の地域住民への接触を避け、屋外においては熱

中症の予防に配慮すること。  

5.【感染予防対策】  

(1)チーム外選手の混じる、5 人以上の参加者がいる練習会及び試合

の参加募集時の対応  

・練習会参加募集に際して、下記の「(2)すべての練習会参加者の対

応」を遵守するよう参加者に通達すること。なお、遵守することが

難しい参加者には、他の参加者の健康を害する恐れがあるため、参

加の了承を得られないことがある事を周知すること。  

・各選手の家庭事情により練習参加が難しい場合もあるので、強制

的な練習参加は禁ずる。 

・体調が芳しくない、又は味覚嗅覚に異常をきたしている選手、10

日以内に感染者と接触した者や濃厚接触者と特定された者の参加を認

めない。  

・手洗い、マスク非着用時の咳エチケットの励行。 

・練習会後に参加した選手の氏名を記録しておくこと。万が一感染者

が発生した場合にそちらの資料を提示して頂くことがあります。 
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(2)すべての練習会参加者の対応  

・常時マスク等の着用を原則とする。ただし、フィールド内の守備

側チームのプレーヤーについては、この限りでない。 

・参加者は検温を実施し 37.5℃を下回る場合のみ参加可能とす

る。 

・体調が芳しくない場合は、参加を控えること。  

・味覚、嗅覚に異常をきたしている場合は、参加を控えること。  

・フィールド外での人との距離を 2 メートル確保する。ミーティン

グや整列は十分な距離を確保し行うこと。 

・道具を共有する際には極力チーム内に限定すること。  

・大きな声を出す声援や円陣ならびにプレイ中の掛け声は控えるこ 

と。  

・肌の触れ合うハイタッチや整列時の握手などの行為は控えるこ

と。 

・バットなどの道具は使用後アルコール消毒を行うこと。 

(3)その他の対応  

・チーム外選手の混じる練習会および試合において参加者が感染し

ていた場合は、感染者は発覚しだい所属チームの代表者へ通達し、

代表者から日本キャップ野球協会へ通達することとする。 

 ・選手は日頃から感染予防対策を講じること。  

・その他不明点がある場合には、各自治体のガイドラインを参照の

うえ、japancapbaseballassociation@gmail.com までお問い合わせくだ

さい。 

 

【参考資料】 

こちらのガイドラインは厚労省の資料を基に作成をしております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/maga

zine/202109_00005.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000881571.pdf 
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